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お客さまのお手続の流れ エバーグリーンからの
ご連絡など

・ 現在の契約内容の確認
・ 現在契約している会社の解約違約金について有無を確認

（Ｐ.3ご参照）

・ エバーグリーン・マーケティングへ申込書提出
（Ｐ.4ご参照）

・エバーグリーン・マーケティングから
お客さまへ契約書類を送付

（Ｐ.6ご参照）

・ お客さまからエバーグリーン・マーケティングへ契約書類を返送
（Ｐ.6~Ｐ.8ご参照）

・ 計量器の取替
（Ｐ.5ご参照）

時期

供給開始

３か月前

供給開始

約10週間前

供給開始

約7週間前

供給開始

約5週間前

供給開始

1～4週間前

Ｐ.1

2/01～
2/10頃

2/10頃

3/5～
3/7頃

3/20～
3/25頃

4/01～
4/25頃

(例)供給開始が
5/1の場合

お申込から供給開始まで

※ 3ヶ月以上前にお手続
が必要な場合もございます。



お客さまのお手続の流れ エバーグリーンからの
ご連絡など

・ 初回引落 または 銀行振込
（Ｐ.10ご参照）

時期

供給開始

1か月後

計量日より

約10日後

計量日より

約１か月後

Ｐ.2

6/1

6/08～
6/10頃

6/27
もしくは
6/30

(例)供給開始が
5/1の場合

供給開始から初回お支払まで

※ 3ヶ月以上前にお手続
が必要な場合もございます。

・ 初回計量
(Ｐ.10ご参照）

・ 請求書を送付
（Ｐ.11ご参照）

★ 毎月のご請求からお支払までのスケジュールは、お客さまの計量日により異なります。
詳細はＰ.10「8.検針～ご請求～お支払」でご確認ください。

★ 部分供給でご契約のお客さまは、電気需給契約書のほかに「部分供給の運用に関する
協定書」を締結して頂く必要がございます。
本協定書の送付時期は供給開始後、１ヶ月～１ヶ月半後となります。供給開始後のお手
続となりますことをご留意ください。詳細はP.13をご参照ください。



次の①～④に該当するお客さまは、弊社へのお申込と同時に、現在ご契約の電力会社
へ契約廃止のお手続をして頂く必要がございます。

現在ご契約の電力会社への廃止手続1

PAS（高圧気中開閉器）開放・投入のご連絡2
弊社供給開始時点で、PAS（高圧気中開閉器）を切られているお客さまは、投入時に必
ず弊社にご連絡をお願い致します。
ご連絡が無い場合、適切な電気料金の算定ができません。遡ってご請求することがございま
すので、ご留意ください。

Ｐ.3

★ 尚、現在ご契約中の電力会社の解約違約金の有無なども合わせてご確認ください。

※ 上記の確認をされずに弊社にお申込されますと、ご希望の時期にお切替ができない可
能性がございます。

① 契約電力が500kW以上のお客さま
② 契約電力は500kW未満であるが、低圧の付帯外契約等の特殊な契約が

あるお客さま
③ 現在ご契約の電力会社が新電力のお客さま
④ 部分供給から全量供給に切り替えて弊社と契約するお客さま

→ 現行の新電力と地域の電力会社それぞれに廃止手続が必要です。

地域の電力会社：北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力

例：季節需要家（1年の内、一定期間しか電気を使用しないお客さま）
製茶工場・スキー場・野球場・漁業組合 等



現在ご契約の電力会社へ廃止手続完了後、弊社へ下記のお申込書をご提出ください。

《 申込書郵送時のご注意点 》
・ 2枚とも片面印刷にて下記送付先にご郵送してください
・ 部分供給でお申込のお客さまは、地域の電力会社に提出する電力使用申込書も

あわせてお送りください

※電力使用申込書について
1.当該申込書の名称は各電力会社ごとに異なりますのでご留意ください。
2.東北エリアのお客さまは、当該申込書を直接東北電力の営業所にご提出して

頂く必要がございますのでご注意ください。

エバーグリーン・マーケティング申込書

Ｐ.4

送付先
〒104-0031
東京都中央区京橋二丁目２番1号 京橋エドグラン１４階
エバーグリーン・マーケティング株式会社 営業部 販売パートナー担当 宛

エバーグリーン・マーケティングへのお申込手続3

申込書の記入方法にご不明点がある場合は、弊社営業担当者、

またはご担当の販売パートナーにお問い合わせください。



・ 弊社にご契約をお切替頂くにあたり、計量器の取替作業が発生する場合がございます

・ 計量器の取替作業は地域の電力会社が行います

・ 地域の電力会社からお客さまに直接ご連絡が入りますので日程調整等のご対応をお願
い致します

・ 計量器の取替えにお客さまの費用負担はございません《※ご注意ください》

地域の電力会社：北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力

Ｐ.5

≪ 現地ご担当者さま ≫
計量器の取替作業の日程について、 左記申

込書の赤枠内の連絡先(電気のご使用場所
の連絡先）へ地域の電力会社から連絡が入り
ます。ご連絡時期は、通常、供給開始の1週
間から4週間前となります。

《 ※ご注意ください 》
●上記申込書にて弊社へお申込を頂いた後にお申込の取り下げをする場合で、かつ、本
お申込により計量器取替が完了している場合、計量器を取替前に戻すために、地域の
電力会社から作業費用の請求が発生する可能性がございます。その際の費用はお客さま
にご負担頂きます。
●地域の電力会社が設置した蓄熱計量器、その他付帯計量器は、新電力への契約切
り替えに際して原則撤去となります。詳細は地域の電力会社にご確認ください。

計量器の取替4



・ 供給開始の約7週間前に契約書類をお送り致します

・ 内容をご確認の上、返送期日までに同封の返信用封筒でご返送ください

・ 返送期日は同封の送付状の記載をご確認ください

・ 返送期間は契約書類がお手元に到着してからおよそ2週間です

※期日までのご返送がない場合、ご契約ができない可能性がございます

・ ご契約書類は、エバーグリーン・マーケティングの
窓付き封筒でお送りします。

・ 書類2or3点（②、③、契約書の場合は①）を、
同封の返信用封筒でご返送ください。

または
電気需給契約書

Ｐ.6

③ 預金口座振替依頼書① 電気需給契約のご案内 ② 請求書記載事項
の確認 緑と青の用紙を

ご返送ください。

各書類の手続方法については契約書類に同封の書面をご確認ください。

返信用封筒記載の送付先
東京都中央区京橋二丁目2番1号
京橋エドグラン14階
エバーグリーン・マーケティング株式会社
新規契約窓口 宛

契約書類の送付5



口座
引落

Ｐ.7

自動引落をご希望の場合は、預金口座振替依頼書をご提出ください。

お支払方法は次の２つよりお選び頂けます。
口座引落
銀行振込

・各種お支払期限はお客さまの計量日により異なります

・計量日と各種お支払期限などにつきましては、P.10を参照ください
・お支払方法についてはご契約後の変更も可能です

お支払方法6

引落日
・計量日が1日のご契約・・・計量日の当月27日
・計量日が2日のご契約・・・計量日の翌月6日
・計量日が3日以降のご契約・・・計量日の翌月27日
※引落日が金融機関の休日に該当する場合は金融機関の指定日に準じます。



振込先
振込口座は、電気のご使用場所ごと（請求書ごと）に異なります。

・初回の請求書で、振込先欄（赤枠内）の口座番号をご確認ください
・お客さま専用の振込口座としてご登録をお願い致します
・契約期間中にお客さま専用の振込口座を変更することはございません

請求書

振込期日
・ 計量日が1日のご契約・・・・・・・・ 計量日翌日から起算して30日目まで
・ 計量日が2日のご契約・・・・・・・・ 計量日の翌月10日まで
・ 計量日が3日以降のご契約・・・・ 計量日の翌月末日まで
※振込期日が金融機関の休日に該当する場合は、計量日が1日のご契約はその翌営業日

が該当し、計量日が2日および計量日が3日以降のご契約はその前営業日が該当します。

Ｐ.8

・ 振込手数料はお客さまのご負担となります
・ 振込用紙のご用意はございません
・ 請求書に記載のお客さま専用口座に期日までに振込をお願い致します

銀行振込

こちらに振込先（お客さま専用口座）
の記載がございます。

複数地点のご契約があるお客さまには、
『おまとめ請求（一括払い）』のサービスがございます。
是非ご利用ください。（P.12を参照ください）



新規ご契約時にマイページへのご登録をお勧めしております。

請求書のダウンロード 過去24ヶ月分の使用量・料金の一覧

前日の30分毎使用量（速報値） 日毎・月毎の使用量（速報値）

マイページとは

弊社ホームページ上で、電気のご使用状況や毎月のご請求金額をご確認することができる
サービスです。

登録方法

ご確認できること

ご記入頂いたお客さまに、供給開始日にマイページのログイ
ンＩＤとログイン用URLをメールにてご案内致します。
そちらからご登録をお願い致します。

Ｐ.9

郵送での到着より
早くご覧頂けます。

画面イメージ

マイページのご登録7

ご契約書類に同封の「請求書記載事項の確認」の一番
下の欄にご登録希望のメールアドレスをご記入ください。



初回の請求書の発行について

・計量日が1日のご契約

初回の請求書は、供給開始月と同月分から発行致します。

・計量日が2日、及び3日以降のご契約

ご利用期間が、供給開始月とその翌月にまたがりますので

初回の請求書は供給開始月の翌月分として発行致します。

計量日

Ｐ.10

計量日 ① 1日 ② 2日 ③ 3日以降

ご利用期間 1日～月末 2日～翌月1日 計量日～翌月計量日の前日

計量日 翌月1日 0：00 翌月2日 0：00 翌月3日以降の計量日
0：00

請求書の発送 計量日から起算して
原則 7営業日目※

計量日から起算して
原則 10営業日目※

計量日から起算して
原則 10営業日目※

口座振替
計量日の当月27日

（休日の場合は
金融機関の指定日）

計量日の翌月6日
（休日の場合は

金融機関の指定日）

計量日の翌月27日
（休日の場合は

金融機関の指定日）

振込期日
計量日の翌日から
起算して30日目

(休日の場合は翌営業日)
計量日の翌月10日

(休日の場合は前営業日)
計量日の翌月末日

(休日の場合は前営業日)

※ 営業日とは弊社の営業日です。弊社営業日は、土曜日、日曜日「国民の祝日に関する法律」に規定する
休日および12月29日～1月3日を除く日になります。

計量日は電気需給契約書にてご確認ください。

検針～ご請求～お支払8
お客さまの計量日によって、検針（計量）～ご請求～お支払までのスケジュールが異な
ります。



Ｐ.11

《 請求書の発送が遅延することがあります 》

・ 計量方法が出向検針（送配電事業者による現地での検針）の場合

・ 計量器に異常が認められた場合

・ PAS開放・投入のご連絡が無い場合

送付状

※検針票と請求書は両面印刷でお送りします。

検針票 請求書

① ②

①

②

請求書

ご請求書の送付先・宛名について 「請求書記載事項の確認」 にご記入ください。

郵送先住所と宛名
こちらの住所に請求書を郵送致します。

請求書上の宛名
こちらに記載頂いたお名前となります。

ご請求9



Ｐ.12

・電気ご使用場所ごとの料金を一つにまとめた金額で請求書を発行致します
・ お支払方法が銀行振込の場合にのみご利用頂けます

請求書について
請求書は下記の２種類を代表の送付先のみにご郵送致します。
① 各ご契約の請求金額の総額の請求書
② 各ご契約のご利用明細（請求金額・契約電力・最大電力・使用量）の一覧

おまとめ請求（ご契約が複数ある方向けのサービスです）

ご注意事項
・ 上記請求書以上の明細（各契約の料金単価・各種割引割増・検針指示値・利

用期間など）をご確認頂く際は、ホームページ上でのご確認となります。
・ ホームページ上のお客さまのアカウントでおまとめするご契約が全件ご確認

できるようになります。
・ おまとめするご契約にそれぞれ異なる計量日のご契約がある場合は、その
なかで一番計量日が遅いご契約にお支払期日と請求書の発行日を合わせます。

ご登録方法
・ ご登録方法や詳細につきましては、ご契約締結後にご連絡ください。

① ②



・ 部分供給でご契約のお客さまは、弊社と地域の電力会社の3社、あるいは、地域の送配電事業者を含め

た4社と部分供給の運用に関する協定を書面で締結する必要がございます

・ 地域の電力会社が「協定書/申合書」を作成しますが、本紙は弊社よりお客さまへ郵送致します

・ 発送時期は供給開始から約1か月後となります

・ お客さまは、受領された「協定書/申合書」にご捺印後、弊社にご返送をお願い致します

・ 電力エリアにより協定頂く書面の名称が異なりますが内容は概ね同じです

地域の電力会社：北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力

東北エリア（4社協定）
書類名称：横切り型部分供給における使用電力等に係る協定書

東京エリア
現在、書面での協定は不要です。

中部エリア（3社協定）
書類名称：部分供給の運用に関する協定書

※2020年４月以降の新規契約分は不要
関西エリア（3社協定）

書類名称：横切り型部分供給に係る運用申合書
中国エリア（4社協定）

書類名称：部分供給の運用に関する協定書
九州エリア（4社協定）

現在、書面での協定は不要です。
ただし、現在部分供給で他社とご契約していて、協定書を締結している場合は
弊社に切替後も引き続き発行されます。

北海道エリア・北陸エリア・四国エリア
現在、弊社は部分供給のご契約は受け付けておりません。

Ｐ.13

部分供給の運用に関する協定書10



Q

P.14

よくあるご質問

請求書をメールやＦＡＸで送ってもらえますか。

弊社では対応しておりません。マイページへのご登録をお勧めしております。A

Q 再生可能エネルギー賦課金の減免措置は、
エバーグリーン・マーケティングに切替えても、適用されますか。

適用されます。供給開始時にご申告をお願い申し上げます。A

Q 違約金等の定めはありますか。

ございます。詳細は電気需給約款の違約金項目をご確認ください。電気需給
約款は弊社ホームページよりご確認頂けます。

A

よくあるご質問 Q&A11



[小売電気事業者登録番号：A0006]
エバーグリーン・マーケティング株式会社

〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目２番1号 京橋エドグラン１４階
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